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２）施設の有効活用
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【木曽川水系の渇水調整の方法】

河川法第５３条により、渇水時において利水者は互譲の精神により水利用

の調整を実施

河川法第５３条により、渇水時において利水者は互譲の精神により水利用

の調整を実施

利水者において節水対策等の対応を協議・調整する。節水対策について

は、実績取水量に対してダム毎に上、工、農水別の節水率と期間を設定し

実施

利水者において節水対策等の対応を協議・調整する。節水対策について

は、実績取水量に対してダム毎に上、工、農水別の節水率と期間を設定し

実施

利水者だけの対応が困難な場合、河川管理者を含め「緊急水利調整協議

会」を開催し、水利用の調整を実施

利水者だけの対応が困難な場合、河川管理者を含め「緊急水利調整協議

会」を開催し、水利用の調整を実施

渇水対策として、ダム貯水量の有効利用を図るためダム群を統合運用、

他の利水者への節水協力依頼等

渇水対策として、ダム貯水量の有効利用を図るためダム群を統合運用、

他の利水者への節水協力依頼等

〈通常のダム管理、渇水調整〉

〈厳しい渇水時の渇水調整〉
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木曽川
飛騨川

阿木川ダム

味噌川ダム

牧尾ダム等の給水区域に貯水量に余裕があった
阿木川ダム、味噌川ダムからも補給を行い、牧尾
ダムの貯水量を温存

統合運用

給水区域

【施設の有効活用（ダムの統合運用）】

岩屋ダム 牧尾ダム

※イメージ図
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【施設の有効活用（ダムの統合運用）】

４ダム運用（実績）

単独運用（節水有り）

単独運用（節水無し）

※シミュレーションによる推定

既存施設の有効活用により市民生活への深刻な被害を回避した

牧尾ダム貯水量の推移（H17渇水における評価）
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貯水量（千m３）

第1回
節水

第4回
節水

第3回
節水

第2回
節水

ダム枯渇：10日間※

7/15解除

5/24 5/29 6/3 6/15

6/10 ダム枯渇※

6/20 ダム枯渇※

（農40%上20%工40%)（農30%上15%工30%)
（農20%上10%工20%)

（農10%上 5%工10%)

統合運用開始

ダム枯渇：20日間※
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【施設の有効活用（長良川河口堰からの供給区域）】
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